
「こんな地域 と日本をつ くりたい」(構 想案)の 中央委員会への提案 にあた って

この構想案 は、2004年8月 の第26回 定期大会で第3号 議案 として提案 し、職場討議 をすすめ、

2005年1月 の中央委員会で決定す ることと していま した。大会での提案のあと、地方組織での学習

会や自治研集会 などで積極的にこの提案が討議 されま した。

大阪市労組では 「こんな大阪市 と日本 をっ くりたい」を作成 しま した。提案 した構想案をベース

に して、「いきず文化 ・歴史が息づ く、持続可能な(サ ステ ィナブル)都 市=大 阪市をめざす」を加

えたものとなっています。 これを冊子に して、職場、地域 に配布 して意見、感想を求めるとりくみ

を始めています。第5回 東京 自治研集会 は 「こんな東京をっ くりたい一平和で安心 して暮 らせる豊

かなまちを一」 のス ローガ ンで開催 されています。

また情勢の大 きな変化 として、「三位一体 の改革」の もとですすあられ る地方財政危機 を理由に

して全国各地で経費節減だ けを考えたその場 しのぎの 「行財政見直 し計画」が作成 され住民サービ

スや職員の切 り捨てが進む ことに対 して、国が地方 自治体の権限 と財源を拡充す ることを求あると

ともに、住民が生 きいきと行政 に参加 し、地域の実態を もとに積極的な 「地域づ くり型」の行財政

改革計画をっ くることを加筆す ることに しま した。

この 「構想案」は当面 「案」のままに し、討論や運動を通 じて豊かに発展 させ るものであること

を踏 まえて中央委員会での決定をお願いす るものです。

は じ め に

私たちは、憲法改悪を阻止 し希望あ る21世 紀をめざ して 『憲法 と地方 自治を生か した21世 紀初頭

の自治労連の 目標 と提言一 「こんな地域 と日本をっ くりたい」(構 想案)』 を作成 しま した。

この構想案は憲法改悪 とい う歴史の岐路にあたって、小泉内閣がすすある 「構造改革」の内容 と

ね らい、問題点を くらしと地方 自治、平和 の側面か ら明 らかに しなが ら、 日本国憲法の理念 と世界

の流れに目を向けて、希望 ある地域 ・自治体のあり方を考えたものです。

全体の構成 は、 はじめに特徴的な日本 と地域の現状 にふれなが ら、「いのちとくらし」「地方 自治」

「人権 と平和」「自治体労働者」の4っ の側面で 「提言」 しま した。提言 の内容 もは じめに現状 と問

題 を、その後に私たちの具体的提言を記述す るように努 あま した。

日本国憲法 は 「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起 こることのないようにす ることを決意 し、

ここに主権が国民に存す ることを宣言 し、 この憲法 を確定する」 とその前文で高 らかに宣言 したよ

うに、戦争のない世界をめざす世界の流れの中で生 まれ、今 また、21世 紀の平和 のルールを求める

世界の新たな流れの中で輝 きを増 しています。

世界では、一部 の富裕層 とそれ以外 の貧困層 の拡大 という 「弱肉強食」の社会をめざすアメ リカ

や日本の政治 ・経済 に対 して、 ヨーロッパ ・ラテ ンアメ リカ ・ア ジアでは、"ル ールある経済社会"

をっ くること、地方 自治 の拡 充、 日本国憲法9条 による平和 の秩序な ど、「もう一っの世界 は可能

だ」(「 世界社会 フオーラムWSF」 原則憲章第二章)の 流れが大 きな広が りを もっています。

この構想案 は、政府に憲法を遵守すること、生 かす ことを求め、「もう一っの世界 は可能だ」 の

世界の流れと呼応 して、憲法 と地方 自治が生 きる地域 と自治体をっ くることをめざ して作成 した も
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のです。

私 たちは、 自治体職員及 び首長 ・議員 はもちろん、広 く住民 に提案 し、討論 と共同のと りくみを

よびか けるものです。そのため、 この 「構想案」は当面 「案」のままに し、討論や運動 を通 じて豊

かに発展 させ るものです。

いま日本 と地域 はどうなっているので しょうか

私 たち地方 自治体 に働 く職員は、 日々の仕事を通 して住民の くらしの困難 さ、疲弊す る地域 の実

態、荒れる森林や国土の実態などを 目の当た りにしています。市町村合併が強要 され、社会保障が

解体 され、農業が破壊 され、地域を支えて きた保育所 や自治体病院が統廃合や民営化 された ら、人

びとの くらしも文化 もなりたたな くなって しまいます。

いま日本の国のあり方 と地方 自治は重大な岐路 にた っています。憲法改悪が当面の政治課題 とな

り、2007年 の参議院選挙を衆議院選挙 と同時選挙 に して、併せて憲法改正の国民投票 を行 うという

政治 日程が具体的に語 られています。

小泉 「構造改革」は、財界 ・大企業の利益 とアメ リカの意向を最優先 に、国を挙げて 日本の巨大

資本のグローバル化を後押 しする政策 と、そ して国外市場の多国籍大企業の保護 を目的 とした軍事

大国化 の方 向での国の強化、憲法9条 の 「改正」をすすあようと しています。その もとで地方 自治

体の再編 も進め られ、市町村合併か ら都道府県合併、そ して道州制な ど自治体の 「かたち」 と、地

方交付税制度など地方財政制度のあり方、さ らに公務員の働 き方の 「なかみ」 自体を変える大規模

な地方制度改革が具体化 されています。

その もとで、金融 ・産業 ・労働法制 ・商業 ・農業 など大企業の利潤追求にとって障害 となるあ ら

ゆる 「規制」 をとりは らう 「規制緩和」、年金 ・医療 の給付 の削減 ・負担 の拡大を押 し付 ける社会

保障の解体、「官か ら民へ」のスローガ ンのもと国 ・自治体の公的責任を放棄 し、「官製市場の開放」

を口実 にすすめ られる公的分野の営利化 などが強引に進め られ ました。その結果、 トヨタなど日本

の多国籍大企業 は、 リス トラ効果 によって史上最高の利益 をあげ、富裕層 の資産保有額 は過去最高

を記録す る一方で、失業者 ・倒産件数 は高水準 を記録 しま した。世帯主の失業者が2年 連続100万

人を超え、貯蓄 を持たない世帯が過去最高 の21.8%に 達 しています。 この5年 間に正規職員が400

万人削減 され、年収が300万 円以下のパ ー'ト・臨時 ・非常勤な ど非正規労働者は1,200万 人を超 え、

就業者全体の30%に も達 しています。 このよ うな雇用 ・生活不安の増大は犯罪激増 ・凶悪化などの

社会不安 と無関係で はあ りません。

社会保障 ・人口問題研究所は、 日本の人口は2007年 をピークに減少 に転 じ、50年 後 にはいまの8

割、100年 後には半分の6、300万 人 にまで減少す るという数字 を明 らかに しています。青年の失業

率が11%を 超え る水準 に達 し417万 人 に及ぶ フ リー ターが存在 していることや、 出生率 が1.29と 低

下 した少子化の進行は、 日本の未来への警鐘 となっているのではないで しょうか。

「グローバル化」 や 「構造改革」 によって、地方経済は深刻 な空洞化 に見舞われています。同時

に三菱 自動車 に代表 され るような頻発す るず さんな品質管理や欠陥製品の隠蔽など、 日本 のもの作

りの根底を揺 るがす重大事故や不祥事 も頻発 しています。農業 も、食糧 自給率が40%ま で低下 し世

界の中で も異常 に低 い状況です。 まさに 「多国籍企業栄えて、民 も地域 も国 も滅ぶ」事態ではない

で しょうか。

私 たちは国 と国民 を滅 ぼすだ けの小泉 「構造改革」ではな く、国民、住民 との対話 と共同によっ

て、人間が大切 にされ る希望 ある国 と地域づ くりを願 って以下のような地域 ・自治体づ くりを提案

します。

1提言一1人 々のいのちとくら しをささえる地域 ・自治体をめざ します

憲法25条 は、すべての国民 に 「健康で文化的な生活 を営 む権利」(生 存権)を 保 障 しています。

ところが 「構造改革」 によって社会保障制度 は後退 させ られ、 くらしや地域経済の基盤が崩 され、

国と地方 自治体の公的責任 の放棄が一層すすんで、新 たな大収奪の様相す ら示 しています。
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完全失業者は300万 人台、失業率5%前 後 の高水準で推移 し、中小企業 ・自営業者 の倒産が過去

最高 になっています。 自殺者は5年 連続で3万 人をこえ、昨年 は34,427人 で過去最悪 となりま した。

しか もこの内経済 ・生活問題 を原因 とする自殺 は8,897人 と大幅 に増え、 これ も史上最悪 となって

います。

一連 の労働法制改悪 によって、正規労働者 は400万 人減少する一方、それがパー ト、 アルバイ ト、

有期雇用、派遣労働 など不安定雇用 におきかえ られ、 いまや雇用労働者の3人 に一人が非正規雇用

となってお り、働 くルールが破壊 されています。

自民 ・公明両党 によ って年金制度 の大改悪が強行 されま した。受給額が平均で月額46000円 にす

ぎない国民年金 しか受給 していない高齢者が900万 人、無年金 の人 も膨大 な数 にのぼ っています。

さらに国民年金の保険料を払 っていない人が1000万 人 を超 えています。今回の法 「改正」 は、年金

制度全体の空洞化を打開す るどころか、さ らに空洞化 を深刻 にし、国民の 「生存権」 を破壊する も

のです。

私 たちはこのよ うな人の生命 を軽視 した非人間的な政治ではな く、人間 らしく生 きるたあに、人

権、生存権を保障す る社会保障を実施 し、雇用を生み出 し、地域経済を豊かに発展 させ る国 と自治

体をっ くります。

・人間 らしく生きるため、社会保障を拡充 します

私 たちは、福祉、医療、公衆衛生、社会保障 に対 しては、「自立 自助」「相互扶助」「受益者負担」

の名で公的責任を投げ捨てるので はな く、国 と地方 自治体の役割を明確に、財政 と制度の面で充実

させます。住民の くらしの実態や社会保障への願いを把握 し、子 どもたちや障害を持 った人、高齢

者が人間 らしく生 きるための社会保障制度を拡充 します。最低保障年金の実現、生活保護制度の改

善で くらしを支えます。

2003年 にイギ リス ・ロ ン ドン市長 と労働組合(TUC)が 貧困をな くすたあに積極的な共同行動

を決めました。「貧困 ライ ン」 を社会的合意や国民的共通認識に して貧困をな くします。

・国土、環境、いのちと財産を守 ります

地震や集中豪雨 の被害が年々拡大 しています。高層 ビル建設などをすすめ る都市再生で ヒー トア

イラン ド現象は一層すすんでいます。

私たちは経済効率や大企業の経済活動優先ですすあ られ る環境や 自然の破壊、住民不在のまちづ

くりではな く、住民主体の持続可能なまちづ くりの推進、国土や地域 の安全、快適 な環境の保持 の

立場か ら、住民のいのち、財産を守 り、災害に強 いまちづ くりや自然 エネルギーの活用 をすすめま

す。吉野川可動堰 に対 して、上流 の森林を 「緑 のダム」 と して生かす とい う住民 と研究者が出 した

「代替案」などは日本 の大規模水害に対す る方策 として検討 に値 します。

鳥取西部地震では鳥取県が個人補償制度 を創設 し、集中豪雨被災地 の福井県 も個人補償制度を作

りました。 こうした自治体 の権能 と共同を強め、災害被災者 への公的支援制度 を拡充 します。

・地域産業を振興 し、雇用を生み出 します

無駄な大型公共事業中心の経済政策は地域経済を疲弊 させ雇用 も増や しません。青年が希望を もっ

て生 きてゆ くことを保障す るたあにも地域 ・自治体の雇用対策 は重要です。

私たちは社会保障や環境保全、農林漁業を再生 し、「地産地消」 の推進 など地域産業振興 を重視

した政策をすすめることで雇用を増や し、地域 内循環を生か した持続可能な地域経済 を発展させ ま

す。

食料主権 を回復 し、価格 ・所得保障をすすめ、食料 自給率を高め、安全な食料の安定的な供給を

めざ します。

・大企業の社会的責任を求め、働 くものや中小商工業を守 ります

地域住民 の生活 と経営 に影響を与え る大企業の大規模な リス トラ(海 外投資による工場閉鎖 ・解

雇 など)計 画や大企業中心の経済政策の弊害を解決するため、私たちは大企業に社会的責任を果た

させ ることや、地域業者や住民の意見を反映 し英知 を集めて 「地域経済振興条例(仮 称)」 を制定

し地域産業振興計画を作成 し、中小商工業者 の経営基盤確立への支援、融資制度の新設 ・拡充 など

で地域産業 の発展をめざします。「大店法」を改正 し大型店の出店を規制 します。
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・国際労働基準へ到達 させ、「働 くルール」を確立 します

経済の グローバル化の もとで、国際労働基準 の遵守は当然 のルールです。 日本が世界に信頼 され

る国 として発展す るためにも、私たちはILO条 約や勧告、国連人権規約などを遵守 を政府 に求 あ

ます。

ILOは21世 紀 に入 って、人権擁護 と労働者保護 の大切 さを再確認 した 「デイーセ ン ト・ワーク～

はたらく価値のある仕事 の実現をめざ して」の提起 など新 しい展開をみせています。私 たちは 「大

量解雇規制指令」(事 前協議義務)、 「既得権指令」(企 業譲渡指令:労 働関係承継義務)「 労使協議

指令」「賃金確保指令」 などを定あてい るEUに 学んで、 日本での確立 ・適用をすすあ、「働 くルー

ル」を確立 します。

全国一律最低賃金制 を改善 させ ます。ILO94号 条約に もとづ き、公務 ・公共関連事業で働 くすべ

て の労働者の労務単価の明記 など、公正 ・適正 な執行 を通 じて 「生活保障賃金」の確保を求める

「公契約法」 を制定 し、 自治体においては 「公契約条例」 を制定 します。

・くら しをささえる公平な税財政制度を実現 します

「年金や社会保 障の財源」 を口実に した消費税増税 の動 きが表面化 しています。 自民 ・公明両党

の 「税制改革大綱」では、2007年 度をめどに 「消費税 を含む抜本的税制改革を実現す る」が合意 さ

れ、年金制度改革 をめ ぐる自民、公明、民主の三党合意 は、「社会保障制度全般にっ いて、税、保

険料等の負担 の在 り方を含め、一体的 に見直 し」を行 うことにし民主党 も2007年 度か ら 「年金 目的

消費税」 として、消費税を8%に 引 き上げるとしています。

消費税はその導入の時 も、5%へ の増税の時 も 「年金など社会保障の財源」が口実 にされました。

しか し消費税が導入 されてか ら社会保障はよくなるどころか改悪の連続で した。消費税 は導入以来

16年 で148兆 円にな ります。一方同 じ時期 に法人3税(法 人税 ・法人住民税 ・法人事業税)は 大企

業減税や不況の結果、145兆 円も減 りま した。金持ち減税の影響 も大 きく、所得税 の最高税率 も1986

年には70～65%あ った ものが、1999年 には37%と 減税です。

近代的な税 の大原則 は、「所得の多い ものは多 く、少 ないものは少な く」「生 きてゆ くたあに必要

な生計費 には税金 はかけない」 とい うことです。

私たちは消費税の増税ではな く、 この大原則 にもとつ く公平 な税制度 をっ くります。

・少子社会を克服 し、子 どもたちの声に耳をかたむけます

出生率 は毎年最低記録を更新 し、少子化 は日本社会の深刻で危機的なゆがみとしてあ らわれてい

ます。 また多 くの国民が不安を もち心を痛めている少年犯罪、 い じあ、児童虐待、少女売春 などの

増加 も、国民の くらしを痛めっけ、個人 の生活 も家族の一員 としての責任 も無視 した 「働かせ方」

を野放 しに した結果です。競争 と管理の教育 は子 どもたちの成長 と発達を妨 げています。小泉改革

の もとで高い失業率 と不安定な仕事がひろが り深刻さを増 しています。

私たちはサービス残業の根絶、長時間労働の是正をは じめ、人間 らしく働 くルールを確立、徹底

すること、若者 の安定 した仕事づ くりで自立 して こど もを生み育てる経済的基盤 をっ くることをす

すめます。同時に社会のゆがみや矛盾、困難を民主的 に打開 し、 こどもを守 る社会のルールを国民

的な合意ですすめます。教育基本法を生か し、子 どもたちの 「意見表 明権」(こ ど もの権利条約)

や社会参加 をすすめます。

1提言二 地方自治を豊かに して、住民本位の地域 ・自治体をめざ します

憲法の国民主権、基本的人権、恒久平和を支え、具体化す るものと して地方 自治が位置づ けられ

ま した。地方 自治憲章案 は、「憲法が保障するこれ らの権利 は、地域での人 びとの暮 らしと営みの

なかにこそ具体的に保障されなければな りません。 それは、すべての人 びとが、地域で生 まれ、育

ち、地域で人間 と しての営 みを行 い、 その人生をす ごすか らです。」 と憲法がその基本原則の一っ

に地方 自治の保障を掲げた意義 にっいて触れています。 そ して地方 自治法 は 「地方公共団体 は、住

民の福祉 の増進を図ることを基本 として、地域 における行政を自主的かっ総合的に実施する役割を

一52一



広 く担 うもの とす る」(第 一条 の二)と 地方 自治体の役割を定 めています。地方 自治の主人公 は住

民であ り、住民 のための住民 によ る自治が地方 自治の大原則です。憲法92条 は 「地方 自治 の本 旨」

として この ことを位置づけています。

しか しいますすめ られている市町村合併 の強要 と都道府県合併、道州制 や 「三位一体 の改革」、

自治体業務 の市場化、ニュー ・パ ブリック ・マネージメン トと言われ る企業的 自治体運営、すべて

の公的業務を競争原理に晒 し、民間開放推進 の横断的手法 と しての 「市場化 テス ト」(官 民競争入

札制度)な どの 「自治体 の再編」、規制緩和 は、地方 自治を否定す るものです。 あわせて多 くの 自

治体でっ くられている財政危機を理由に した 「行財政見直 し計画」 は経費節減だけを考えたその場

しの ぎの計画で、将来への展望が見えない ものが多 くなっています。

私たちは国が地方 自治体の権限 と財源を拡充す ることを求あるとともに、住民が生 きいきと行政

に参加 し、地域 の実態を もとに積極的な 「地域づ くり型」の行財政改革計画をつ くり、 自治体職員

は憲法15条 が定 める 「住民全体の奉仕者」 としてその専門性を発揮 して、住民本位の地域 ・自治体

をっ くります。

・住民 自治を貫 きます

強制的な市町村合併、 「一 の地方公共団体のみに適用 され る特別法 は、 その地方公共団体の住民

の投票 においてその過半数の同意 を得 なければ、国会 は、 これを制定す ることがで きない(憲 法95

条)」 の規定 を弾力化 して国会 の議決だ けで可能 とした都道府県合併、 そ して財界の強 い意向です

すあ られ る道州制は地方 自治 と相容れません。

憲法95条 に定め られた住民の投票 は 「広 島平和記念都市建設法」(1949年8月6日 施行)の 制定

にあた り初 めて行われま した。市町村合併 の是非を住民投票 できめるとい う流れ も本流になってい

ます。

私 たちは地域 ・自治体のあり方を幅広 く議論 し、合併の是非は住民投票で決 めることを求めます。

政府 ・都道府県 による市町村合併 の強要、権限 ・役割 ・財源保障の縮減等 をやめさせ、また都道府

県の合併構想策定事務 は自治事務であ り、政府 ・総務省 に都道府県の自主的判断を尊重させます。

・ 「地域づ くり型」の行財政改革計画づ くりをすすめます

計画づ くりの前提 は実態の把握、職場の総点検です。地域 の実態や自治体の規模 など 「身の丈」

にあ った財政運営かどうか、住民や地域のニーズに見合 った事務事業 にな っているか、また職員 の

配置なども適切か どうかなど、住民 と職員参加で独 自調査を とりくみます。 自治体労働組合 と して

地域 のウオ ッチ ング、地域ア ンケー トや住民 との懇談をお こなって住民がかかえている問題や要求

をっかみ地域課題を把握す ることなどもお こないます。

政府が推進する様々な事業 にっいて も自治の立場で見直 します。行 き過 ぎた り、地域 にあってい

ない国の補助事業を見直 します。

そ して、すべての事務事業を住民の目線で点検 ・評価 し、職員参加で見直 し、 タテ割 りでではな

く横断的にとらえて、守 るべ き事業 と、大胆 にカ ットする事業 を明確化することや優先順位 をっけ、

「地域づ くり型」計画づ くりをすすめます。

・自治基本条例(仮 称)を 制定 し、清潔で住民参加をすすめます

私たちは憲法 に規定 された民主主義 の原則を さらに発展 させ、「民主的 ・清潔 ・ガラス張 りの 自

治体」を実現す るため、国民の知 る権利の保障 ・充実、情報公開 ・住民参加 ・住民投票制度の確立

などを含む自治基本条例(仮称)を 制定 します。 ・

住民基本台帳ネッ トワークは凍結 し、 自治体当局 に対 しては住民のプライバ シー保護 の立場か ら

「不参加」の表明 と個人情報保護法や条例の制定 など個人情報保護 を徹底 します。

・人権や生存権保障の立場か ら公的責任で業務を拡充 します

コス トや市場原理優先の立場か ら自治体業務の民営化、民間委託、企業参入がすすあ られていま

す。 しか し地方 自治法第一条で も明確 に しているように、地方 自治体 の行政は、単に能率ではな く、

「民主的 に して能率的な行政 の確保」であ り、国民主権の立場か ら、その生存 に必要 な権利 ・利益

を実現 してゆくとい う点 にその存在意義(公 共性)が あ ります。
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私たちは住民 の人権や生存権保障の立場か ら公的責任 による業務の拡充をはか ります。

・地方 自治を生か した地域 ・自治体を保障する国をつ くります

以上のよ うな地域 ・自治体をっ くるためには、国が生存権を保障す るナショナル ミニマムの設定

と、財政的責任 を負 い、地方 自治体 との民主的協力関係 の確立が求 められます。地方 自治法第一条

の2第 二項では、「地方公共団体 に関す る制度の策定及 び施策の実施 に当たって、地方公共団体の

自主性及び自立性が十分 に発揮 されるように しなければな らない」 と定めています。

ところが小泉内閣は、 ナショナル ミニマムはすでに達成 され、また 「個性を競 い合 う=自 治体間

競争の時代」 に入 ったとして、地方交付税の削減 など財政責任を放棄 し、併せて合併 の強要 と規制

緩和、「地方 自治制度 の弾力化」で地方 自治を破壊 しよ うとしています。

私たちは地方 自治 を拡充するための国の責任 と民主的関係をめざ します。確実 に税源移譲を実施

させ、 あわせて地方交付税 は財源保障機能 と財政調整機能 を併せ もっ制度 として引 き続 き堅持、充

実 させます。

提言三1人 権、民主主義を尊重 し、平和を発信する地域 ・自治体をめざ し

ま す

地方 自治 は、憲法 に保障 され た人権、民主主義、そ して平和的生存権 を住民の身近 なところで実

現す ることを使命 としています。 こうした地方自治の立場か ら非核 ・平和の自治体を求める運動が

進め られ、非核宣言 自治体 は、 自民党 のたびかさなる妨害 にもかかわ らず全 自治体の75%を 超 える

2514自 治体(日 本非核宣言 自治体協議会調べ)に 広が り、 日本政府 に核兵器廃絶条約 の締結を促進

するよ う求 める自治体決議 も1488自 治体 にのぼっています。(2000年10月 現在)

そ していま憲法改悪が重大 な局面を迎えています。 自民党、民主党 は、憲法 「改正」試案を05年

中にまとめ、憲法 「改正」を問 う国民投票法案を公明党 とともに05年 の国会 に提 出 し、2007年 の国

政選挙で憲法改正の国民投票 を行 うという政治 日程が具体的に語 られています。 こうした 「戦争す

る国づ くり」 と連動 して、東京都 の教育現場 の異常 な 「日の丸」「君が代」 の押 し付 けなど教育へ

の管理 と統制 も強化 されています。小泉内閣 は、来年の通常国会に 「教育基本法」の改悪 をめざす

など、教育 を 「戦争す る国づ くり」 に動員する策動を強めています。 また有事法制によって、 自治

権 と地域住民の平和的生存権を脅かす ものを拒否す る権利が奪われ、11の 府県で現職 の自衛官 が危

機管理担当と して配置 されています。
一方

、広島市長が会長 をっとめる 「平和市長会議」 は、2020年 までの核兵器廃絶をめざし、緊急

行動への支持を呼びか けま した。2月 には欧州議会が、7月 には 「全米市長会議(約1200都 市 が加

盟)が 支持を決議 しま した。

私たちは 「非核神戸方式」 を全ての港湾都市で実現す ることなど、「核兵器廃絶」「軍事基地 の撤

去」などを世界の大 きな流れとも連動 しなが ら自治体か らの平和外交をすすめ、非核 ・平和の地域 ・

自治体 をあざ します。

・日本国憲法9条 を生か し、平和を発信 します

憲法9条 をめ ぐる国民世論 は、いずれの調査を見て も 「憲法9条 改悪に反対」(「 朝 日」で60%)

が多数意見です。「改憲」「有事法制」「海外派兵」 「教育基本法改悪」など、小泉内閣の危険な 「戦

争す る国づ くり」の流れに対 して、多 くの有識者が危機感 を高 め、大江健三郎、加藤周一、鶴見俊

介、井上ひさ し、澤地久枝氏 ら9名 が、憲法 を生か し守 る国民的な運動を呼びかけた 「9条 の会」

の発足 など、憲法を守 る草の根か らの運動を呼びか けた様 々な とりくみが広 が りっっあ ります。

1999年5月 のハーグ世界市民平和会議では、「各国議会 は、 日本国憲法第9条 のような、政府が

戦争す ることを禁止す る決議を採択すべきである」 ことを行動計画 と して確認 しています。EU憲

法の制定 に際 して イタリア議会下院がEU憲 法 に日本国憲法第9条 の内容を明記することを求 めた

よ うに、憲法9条 の理念 こそ世界の主要 な流れです。

私 たちは日本国憲法9条 を中心 とす る 「平和 のルールづ くり」 をめざ し、「戦争 をす る国」 づ く

りへの改憲の策動をゆるさず、憲法擁護 の広大 な共同 の構築をめざ します。「アジアの一員」 とし
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て地域 の平和、安定、繁栄 に寄与 します。基地 も安保 もない日本をめざ します。

・憲法、教育基本法と 「子 どもの権利条約」を生か します

私たちは子 どもと教育の危機を打開 し、人間 として大切 にされる学校教育 を実現す るため、憲法、

教育基本法 と 「子 どもの権利条約」をあ らゆる場で生か します。憲法19条 は 「思想及び良心の自由」

を定 めています、 この立場か らも学校などでの 「日の丸」「君が代」の強制 は許 されません。国民

の内心 の自由を尊重 します。侵略戦争を美化 し、憲法 を否定する 「新 しい歴史教科書 をっ くる会」

等 の教科書 を許 さず、史実を伝え る活動 をすすあます。

・真の男女平等社会をつ くります

憲法14条 、24条 、44条 は、「法 のもとの平等」「両性 の平等」「女性の参政権」 を高 く掲 げていま

す。真の男女平等達成には、家庭 ・職場 ・地域 ・学校 ・議会等、人問の生活 にかかわる全ての分野

において人権を保障させることが重要です。

私たちは国連 「女性差別撤廃委員会勧告」を踏 まえ、性別役割分業意識 をな くし、政策 ・方針の

立案、決定の場への女性の参加促進、積極的差別是正、人間 らしい働 くルールの確立な どの実現を

めざ します。

・民意が正 しく反映する選挙制度の実現など民主主義を広げます。

国民の意思 と国会が これほど乖離 しているのは選挙制度 に大 きな問題 があります。

私 たちは小選挙 区制 を廃止 し民意が正 しく反映する選挙制度をめざ します。18歳 か らの選挙権 を

求めます。

金権 ・腐敗政治 の根絶 にむけ、企業 ・団体献金 は禁止 します。 また憲法 に違反する政党助成金 は

直ちに廃止 します。

選挙活動の自由 ・政治活動の 自由を阻害す る法律 は廃止 し、公務員労働者 の政治活動 ・選挙活動

の自由を保障 します。

提 言四 住民生活の繁栄と地方自治の発展を住民とともにすすめる自治体

労働者を

憲法第15条 は 「すべて公務員は、全体の奉仕者であ って、一部の奉仕者ではない」 とされていま

す。「全体 の奉仕者」 とは、 自治体職員でいえば 「地域住民みんなのためにっ くす人、がんばる人」

の ことです。国民 ・住民の苦 しみを我が こととして感 じ、受 け止めることです。 同時に憲法99条 の

公務員の憲法擁護 尊重義務規定 にもとついて 自治体に就職 するすべての人は、「憲法を擁護 し尊重

すること、全体 の奉仕者 として職務 を民主的に して能率的に運営すること」 を宣誓 して います。っ

まり 「みんなのたあにがん ばります」 と宣誓 して都道府県庁 ・市役所 ・町村役場 に入 っているので

す。

ところが自民党政府 はこの全体の奉仕者 という憲法 の規定を否定 し、政府や 自治体 の中枢部に民

間か らの人材投入や、公務労働 の担 い手 をそ っくり変 え、一握 りのエ リー ト正規職員 と、 その もと

に非常勤 ・嘱託 ・派遣などの不安定な身分の職員をおき、サービスの実施部門は、民間業者やNPO

に委ねることを狙 っています。 また職員 には一人ひとりを競争 においたて る仕組 みを人事 と賃金の

両方か ら押 し付 け、住民 に顔を向 けるのではな く、上司や政府 の顔を見て仕事をす る"ひ らめ"公

務員を作 ることをすすめて います。
一方で、多 くの国民、住民か らは 「カウンターの外 に出て住民の実態を知 って欲 しい」「自治体

職員 として知 っている情報 を正 しく知 らせて欲 しい」「行政の専門家 と して一緒 に街づ くりを考え

て欲 しい」 など、 自治体職員 と自治体労働組合に熱い期待 を寄せています。 いま全ての 自治体職員

と労働組合が こう した声 にこたえ、住民 と向き合 い、情報 を提供、共有 し、地域 に出て、 ともに考

えるとりくみをす ることが求あ られています。

・公務員と公共部門を充実 させ、あわせて住民の自主的運動と共同 します
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財政危機 と 「公私協働論」による民営化 ・民間委託 と公務員の削減、非常勤化がすすみ、 自治体

業務を有償 ボランティアにまかせたり、指定管理者制度 のように、公的施設や 自治体業務 の本来 の

役割を否定 して、NPO・ 民間企業 に丸なげする動 きが強 まっています。

公務員 は全体 の奉仕者 として生存権 や発達権 などの国民の基本的権利 を担 い、仕事を通 じて地域

の実態や住民のニーズをっかみ、制度 ・政策を改善す る専門的、総合的役割 をもっています。

私たちは、国際的基準か ら見て少 ない日本の公務員や公共部門をさらに縮小するのではな く、な

くて はならない存在 として充実 させ ます。同時にNPO、 ボランティアなど住民 の自主的運動が本

来 の役割を十分に発揮で きるよう自治体 にもとめます。そ して自治体労働者 と住民の共同を発展 さ

せ、住民 自治、住民参加を積極的に保障する自治体 をめざ します。

・ 「住民全体の奉仕者」と して職務 に専念で きる民主的公務員制度を

私たちは 「住民全体の奉仕者」 として職務 に専念で きる民主的公務員制度 を確立 します。憲法15

条 に規定す る 「全体の奉仕者」 としての職務が遂行 できる 「身分保障」 を明確に規定 し、憲法28条

が保障する労働基本権の実現をめざします。 また、憲法21条 が保障する基本的人権 としての政治的 ・

市民的自由の完全保障を求 めます。

特定 の個人 ・企業 ・政党政派 に偏す ることなく公務 の公平性 ・公正性 ・中立性 ・安定性 を確保す

る制度 の確立を求 あます。

自治体行政のすべての段階 ・分野 に職員の参加制度 を確立するとともに、行政 の腐敗など自治体

内部の不正 ・違法 な行為に対する 「内部告発」、不法 ・不当な職務命令 に対す る 「意見具申権」、 さ

らに違法 ・不当、重大 な鍛疵ある職務命令 に従 う義務 のないことを明記 し 「内部告発者」等の保護

を明確 に します。

・地域経済や地方財政 と、住民サー ビスに専念 できる賃金を

人事院勧告制度を使 った公務員賃金の抑制や財政危機を理由と した賃金や諸手 当の切 り下げが行

われています。 さ らに 「地域給」 の導入が地方交付税 を削減する手法 として進め られています。

私たちは公務員賃金が地域における労働者の賃金 の底上 げや均等待遇 の実現など住民の くらしと

地域経済の再生 にとって重要な意義を持 って いることに確信を持っ と共 に、自治体 と公務 ・公共業

務 を担 うすべての労働者が、安心 して住民 のための仕事をすすめることがで き、力を合わせてその

専門性や経験が生かせ る賃金、労働条件を確保 します。

「住民全体の奉仕者」 として、地域や住民の事態や願いに向き合 った仕事 をすすめるとともに、

自治体労働組合に団結 して、住民 との共同をすすめ、住民本位 の自治体づ くりをすすある公務員を

めざ します。
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